
平成２７年５月１１日
<木曽川イタセンパラ保護協議会>

国土交通省中部地方整備局
環境省中部地方環境事務所

お 知 ら せ

１．件 名 国の天然記念物イタセンパラを守れ
～みんなで木曽川をパトロールしよう～

２．概 要
「イタセンパラ」は国の天然記念物で、絶滅の恐れのあるコイ科の淡水魚です。日本では淀

川、木曽川、富山平野にのみ分布しています。個体数が減少傾向にあるなか、密漁などの人為
的な圧力等に起因する絶滅の危機が増している状況にあります。
さらに近年は、生息域の情報がインターネットなどによって広がるなど密漁への危険性が高

まっており、密漁対策や希少魚類の保護等に対する啓発活動への取組が急務となっています。
そこで、地域の学識経験者や行政機関等で構成する「木曽川イタセンパラ保護協議会」を平

成２２年３月９日に設立し、地域の方々と協働した合同パトロールや勉強会の開催、イベント
でのパネル展示などを行い、普及啓発に努めています。
このたび、第７回合同パトロール及び第８回協議会を開催いたしますので、下記のとおりお

知らせします。合同パトロールはだれでも参加できますので、河川近隣住民の方、木曽川や希
少動物などに興味のある方など、多くの方の参加をお待ちしています。

３．開催日時
平成２７年５月１６日（土）
１３：００～１４：４５（第７回合同パトロール）
１４：４５～１５：１５（イタセンパラに関する取り組み紹介）
１５：１５～１６：００（第８回協議会）（非公開）
（※）詳細は次頁に記載しています。

・集合時間： １３時００分
・集合場所： 一宮市尾西歴史民俗資料館（一宮市起字下町211番地）

４．資 料 木曽川イタセンパラ保護協議会のチラシ

５．解 禁 指定なし

６．配布先 中部地方整備局記者ｸﾗﾌﾞ、岐阜県政記者ｸﾗﾌﾞ、一宮日刊記者会、羽島記者ｸﾗﾌﾞ
※取材について：現地取材を希望される報道機関におかれましては、５月１４日(木）
１８時迄に 別紙「取材登録書」を FAX にて提出をお願いします。協議会の取材は、

会議冒頭の挨拶までとさせて頂き、その後、退室して頂きますのでご了承願います。

なお、協議会終了後の取材は可能です。

７．その他
・希少種の詳細な生息地域等の情報、個人情報保護法に抵触するもの等については、原則、非
公開とさせていただきます。
・第８回協議会については、上記情報等を含むため、冒頭挨拶までの公開とさせていただきま
す。

・雨天でも実施いたしますが、天候の状況により中止する場合があります。
中止の場合は、5月15日(金)１８時に中部地方整備局ホームページ上でお知らせします。
【中部地方整備局ホームページアドレス：http://www.cbr.mlit.go.jp/】

・当日の取材、撮影は可能です。（ただし、上記のとおり一部不可）



８．問い合わせ先
国土交通省 中部地方整備局 河川環境課 課 長 川瀬 宏文

補 佐 臼田 文昭 tel:052-953-8151
環境省 中部地方環境事務所 野生生物課

生物多様性保全企画官 小林 辰男 tel:052-955-2139

＜開催確認など当日の問い合わせ先（５／１６（土）１０：００～１３：００）＞
国土交通省 中部地方整備局 河川環境課 補 佐 臼田 文昭 tel:052-953-8151

＜当日の実施行程等＞

【第７回合同パトロール】（参加者募集）
・集合時間：１３時００分
・集合場所：一宮市尾西歴史民俗資料館（一宮市起字下町211番地）※下記地図参照
・パトロール箇所：愛知県側（一宮市東加賀野井地先）、岐阜県側（羽島市正木町地先）の

２班に分かれ、木曽川の堤防天端や河川敷を徒歩等でパトロールします。
・実 施 者：木曽川イタセンパラ保護協議会の関係機関

パトロールのタスキをお渡ししている地域の方々
なお、当日集合場所にお越しいただければ、だれでも参加できます。

・そ の 他：パトロールが可能な服装とし、足下が濡れている可能性がありますので、濡れて
もよい服装でお願いします。（雨天の場合はカッパ等）

【イタセンパラに関する取り組み紹介】
・時間１４時４５分～１５時１５分
・場所：一宮市尾西歴史民俗資料館（一宮市起字下町211番地）
・環境省及び国土交通省の取り組みを一般の方に紹介します。

【第８回協議会】
・会議時間：１５時１５分～１６時００分
・会議場所：一宮市尾西歴史民俗資料館（一宮市起字下町211番地）
・実 施 者：木曽川イタセンパラ保護協議会の関係機関のみ（一般の方は参加できません）
・議事内容： 「第７回合同パトロールについて」

「今後の活動について」
※希少種の詳細な生息地域等の情報などが含まれるため、公開は冒頭挨拶までとさせていた
だきます。



別紙「取材登録書」

平成２７年 ５月１１日

中部地方整備局

「第７回合同パトロール及び第８回木曽川イタセンパラ保護協議会」

取材登録書

「第７回合同パトロール及び第８回木曽川イタセンパラ保護協議会」について、取材をご

希望される報道機関 におかれましては、事前にご登録をお願いいたします。

ＦＡＸ 送信期限 ： ５月１４日（木） １８時００分 まで

１．報道機関名

２．取材者等

（１）ご氏名

（２）連絡先 ＴＥＬ

（３）取材人数 人

（４）取材車両の種類等

３．送 信 先 （ＦＡＸ） ０５２ － ９５３ － ８４７１

４．問い合わせ先

中部地方整備局 河川部 河川環境課長 川瀬 宏文

河川環境課長補佐 臼田 文昭

電話 （０５２）９５３－８１５１（直通）



国の天然記念物

イタセンパラを守ろう
イタセンパラはどんな魚？

イタセンパラは、河川敷内のワンドに生息する

タナゴの仲間で、イシガイやドブガイの中に卵を産むという特徴を

持っています。国の天然記念物、国内希少野生動植物種、

国のレッドリスト絶滅危惧IA類に指定され、木曽川でも絶滅が

危惧されています。密漁、生息環境の悪化、

外来魚（タイリクバラタナゴ、ブルーギル、ブラックバス等）の

影響が主な減少要因だと考えられています。

岐阜経済大学 地域連携推進センター

愛知県 環境部 教育委員会 警察本部

岐阜県 環境生活部 教育委員会 警察本部

環境省 中部地方環境事務所

文化庁 文化財部（オブザーバー）

独立行政法人 土木研究所 自然共生研究センター

一宮市 教育委員会

羽島市 教育委員会

国土交通省 中部地方整備局河川部

岐阜県世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ（オブザーバー）

密漁者の特徴は？
● 普段見かけない怪しい人や車

● 他県ナンバーに注意
● 網を持参し、胴長を着用

● ワンドで生物（魚や貝）を採取している
※ワンド…本川のそばにある大きな水たまり

不審者を見かけたら？
車のナンバーをチェックして、
下記に連絡をしてください

密漁は
 犯罪です！
密漁は

 犯罪です！
※１年以下の懲役または
１００万円以下の罰金

（種の保存法）

密漁対策に

取り組んでいます

11

希少種に関する啓発、

環境教育活動を

おこなっています

22
外来種駆除を

おこなっています

33

地 域 住 民 み な さ

を 必 要 と し て い ま す

ん の

協 力

「木曽川イタセンパラ保護協議会」は、
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「木曽川イタセンパラ保護協議会」

関係機関




